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審 査 基 準 
                                                 令和７年１２月２３日作成  
 

法 令 名：古物営業法 

根 拠 条 項：第２１条の５第１項又は第２１条の６第１項 

処 分 の 概 要：古物競りあっせん業に係る業務の実施の方法の認定 

原権者（委任先）：福岡県公安委員会 

 

法 令 の 定 め： 
 古物営業法施行規則第１９条の４（古物競りあっせん業者に係る認定の申請）、    

第１９条の５（古物競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由）、第１９条の６
（盗品等の売買の防止等に資する方法の基準）、第１９条の１１（外国古物競りあっせ

ん業者に係る認定の申請）、第１９条の１２において準用する第１９条の５（外国古物

競りあっせん業者に係る認定の申請の欠格事由） 
 

 
 

 

 

 

審 査 基 準： 

 判断基準は、法令の定めによる。 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
標 準 処 理 期 間 ：４０日 

申 請 先：営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全担当課 

問 合 せ 先：営業所の所在地を管轄する警察署の生活安全担当課又は警察本部

生活保安課(092)641-4141 内 3187 

 

備      考： 

 

  

 


